
様式第１号 

 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会物品調達一般競争入札公告 

 

物品（薬品、燃料、消耗品等）契約・印刷請負契約について、下記のとおり一般競争入札

を行うので、公益財団法人埼玉県公園緑地協会物品調達一般競争入札執行要領（以下「要領」

という。）第３条の規定に基づき公告する。 

なお、本公告に記載のない事項については、要領の規定によるものとする。 

 

令和８年５月１日 

 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

                   理 事 長      鶴 見  恒 

 

記 

１ 概要等     

 （１）入札対象 

  ア 件 名     次亜塩素酸ナトリウム納入業務 

  イ 場 所     しらこばと公園／越谷市大字小曽川９８５番地 

      川越公園／川越市大字池辺８８０番地 

      加須はなさき公園／加須市水深１７２２番地 

    ウ 購入仕様及び予定数量    別添仕様書のとおり 

  エ 納入期限          別添仕様書のとおり 

（契約期間）         契約確定日から令和８年９月４日まで 

 （２）入札手続の方法 

    要領の規定による。 

 

２ 競争参加資格確認申請書の提出 

  入札参加を希望する者は、次により競争参加資格確認申請書（様式第２号）、競争入札

参加資格等確認資料（様式第３号）、納入実績確認書（様式第１４号）を提出すること。 

（１） 期 間 

令和８年５月１日（金）から令和８年５月１９日（火）まで 

各日 午前１０時００分から午後４時００分まで（必着） 

（２） 提出場所  

電子メールに申請書を添付し、下記アドレスへ提出する。なお、件名は「次亜塩

素酸ナトリウム納入業務」とすること。また、電子メール送信後は確認のため、

電話で送信した旨の連絡をすること。 

 



（提出先アドレス） kawagoe@parks.or.jp  

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 川越公園管理事務所  

電話番号 ０４９-２４１－２２４１ 

 

３ 入札参加資格の有無の確認 

  要領に基づき、入札執行前に確認する。 

 

４ 入札執行の日時等 

  入札執行の日時等は次のとおりとする。ただし、変更することがある。この場合は、 

公園緑地協会ホームページ・掲示等で案内する。 

 （１）入札日時 

    令和８年５月２０日（水）午前１１時３０分 

 （２）入札場所 

    公益財団法人埼玉県公園緑地協会 川越公園管理事務所２階 大会議室 

 

５ この物品の入札に参加する者に必要な資格 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

 （２）埼玉県財務規則（昭和 39年埼玉県規則第 18号）第 91条の規定により埼玉県の一

般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審査基準日とし

た経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の

再審査を受けている者はこの限りではない。 

（４）令和７・８年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であり、

業種が「販売」、大分類が「工業用薬品」、小分類が「次亜塩素酸ソーダ」であること、

格付けが「Ａ級」であり、所在地区分が「管轄内（埼玉県内）」であり、企業区分が

「中小企業」であること。 

 （５）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱

に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 

 （６）公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づ

く入札参加除外の措置を受けていない者であること。 

（７）本件公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、

厚生 年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法

(昭和４９年法律第１１６号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者で

あること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者

は、この限りでない。 

（８）入札参加できる者の形態は、単体企業とする。ただし、事業協同組合（以下「組合」



という。）は単体企業として取扱い、組合が参加する場合は、当該組合の組合員は参

加できないものとする。 

（９）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（「資本関係又

は人的関係がある者（「同族企業」という。）同士の同一入札への参加を制限する運用

基準」参照。）。 

（10）公告日以前の５年間に国又は地方公共団体（地方公共団体が出資する指定出資法人

を含む。）に、タンクローリーによる納入方法にて次亜塩素酸ナトリウムの納入実績

があること。 

 

６ 仕様書等に関する質疑 

  仕様書等に関する質疑がある場合は、次のとおり質疑書を提出すること。 

（１） 受付期間 

令和８年５月１１日（月）午前１０時００分から 

令和８年５月１２日（火）午後４時００分まで（必着） 

（２） 提出方法 

電子メールに質疑書（様式第６号）を添付し、事前に電話連絡のうえ、下記アド

レスへ提出する。なお、件名は「次亜塩素酸ナトリウム納入業務質疑書」とするこ

と。 

アドレス kawagoe@parks.or.jp 

（３） 質疑に対する回答 

質疑に対する回答は、協会ホームページに掲示する。 

令和８年５月１４日（木）午後１時００分までに掲示 

 

７ 現場説明会 

 開催しない。 

 

８ 入札に関する注意事項 

 （１）入札参加者の確認 

    競争参加資格確認結果通知書（様式第５号）（写）の提出をもって行う。 

 （２）入札書（様式第９号）に記載する金額 

    金額は消費税を含まないものとする。 

    （ただし、契約は、単価（円／㎏）で行います。） 

 （３）代理人による入札 

    入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、委任状（様式第１０号）

を入札前に提出すること。 

 （４）入札回数 

  ア 再度入札は１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

  



 

（５）不調時の取扱い 

再度入札によっても、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者がいない場合は、

随意契約とする。当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うも

のとし、希望者から見積書（様式第１２号）を提出させるものとする。 

 （６）入札の辞退 

    要領第１５条の規定による。 

 （７）その他 

  ア 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回することはできない。 

  イ 落札となるべき同額の入札をした者が２人以上あった場合は、くじにより決定す

る。 

  ウ 入札に参加する者の数が１人の場合であっても執行する。 

  エ 入札を公正にできないと認められるときは、入札を執行しないことがある。 

 （８）入札の無効 

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア 入札者の押印のない入札書による入札 

  イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 

  ウ 金額の訂正のある入札書による入札 

  エ その他要領第１９条に該当する入札 

 

９ 入札保証金 

入札保証金は免除とする。 

 

１０ 支払い方法 

   適法な請求書を受理した日から３０日以内に当該代金を受注者に支払うものとする。 

 

１１ この公告に関する問い合わせ先 

公益財団法人埼玉県公園緑地協会 川越公園管理事務所  

担当者 今 

住  所 埼玉県川越市大字池辺８８０番地 

電話番号 ０４９－２４１－２２４１ 

ＦＡＸ番号０４９－２４１－２２４４ 

メールアドレス kawagoe@parks.or.jp 


